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昭
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月
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
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一 

 



 

沖
繩
県
に
お
け
る
放
棄
請
求
権
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
県
及
び
地
元
関
係
者
か
ら
残
地
補
償
、
離
作

補
償
、
入
会
補
償
、
土
地
復
元
補
償
、
漁
業
補
償
な
ど
一
三
項
目
、
件
数
に
し
て
一
二
万
件
、
金
額
約
一
、
一
七

〇
億
円
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。 

一 

放
棄
請
求
権
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
処
理
方
針
が
未
だ
決
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
何
か
。 

放
棄
請
求
権
の
補
償
は
、
二
七
年
間
に
わ
た
る
米
軍
の
全
面
占
領
の
下
で
、
米
軍
隊
に
よ
つ
て
不
法
、
不
当
に

侵
害
さ
れ
た
沖
繩
県
民
の
人
権
及
び
財
産
権
を
回
復
す
る
と
い
う
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。 

放
棄
請
求
権
の
補
償
の
対
策
は
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
な
お
解
決
の
方
向
が
示
さ
れ
ず
未
補
償
の
ま
ま
に
な
つ
て
い
る
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

放
棄
請
求
権
の
補
償
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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四 

陸
地
補
償
の
業
務
の
窓
口
に
つ
い
て
は
、
沖
繩
開
発
庁
が
、
漁
業
補
償
に
つ
い
て
は
防
衛
施
設
庁
が
な
る
と

い
う
話
も
あ
る
が
、
ど
う
か
。 

五 

漁
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
実
態
も
は
握
さ
れ
立
証
資
料
も
そ
ろ
つ
て
い
る
。
こ
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
少
な

く
と
も
昭
和
五
十
三
年
度
か
ら
予
算
措
置
を
講
じ
、
直
ち
に
補
償
に
着
手
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う

か
。 

三 

こ
の
問
題
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
基
本
的
な
処
理
方
針
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
閣
議
で
検
討
し
決
定
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

二 
現
在
、
政
府
は
処
理
方
針
を
決
定
す
る
た
め
の
検
討
作
業
を
行
つ
て
い
る
か
。
ど
の
段
階
で
検
討
さ
れ
、
い

つ
頃
決
定
を
み
る
の
か
。 

ま
た
、
沖
繩
開
発
庁
は
昭
和
五
十
三
年
度
概
算
要
求
と
し
て
、
漁
業
補
償
に
一
〇
億
円
を
要
求
し
た
と
い
わ 

ま
た
、
検
討
の
内
容
と
経
過
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

 

五 

れ
る
が
、
そ
の
使
途
及
び
支
払
い
方
法
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


